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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の支持部材の中央部同士を互いに軸着してなり、各支持部材の両端が上下方向へ揺
動可能なＸ状フレームと、前記各支持部材の両端部にそれぞれ支持されて上下方向で対向
する複数のローラと、前記Ｘ状フレームの上下にそれぞれ支持されてテープ状のカバー材
が巻回されたリールと、前記各支持部材間に設けられて前記上下のローラ同士を互いの当
接方向へ付勢する付勢手段と、を含み、前記上下のローラ間で架渉線を挟持させて前記Ｘ
状フレームを前記架渉線に沿って移動させることで、前記リールから引き出される上下の
前記カバー材を移動方向前側に位置する前記上下のローラを介して前記架渉線に上下から
接着可能とした電線カバー材取付け装置であって、
　前記Ｘ状フレームを、前記架渉線の左右何れか一方側に配置され、前記各支持部材の両
端部からそれぞれ他方側へ突設させた支持軸に前記ローラを支持させた片持ち構造とし、
　前記架渉線の左右何れか一方側に配置されるとともに前記ローラを片持ち支持する共通
の前記Ｘ状フレームの各支持部材に対して、前記リールを片持ち支持し、移動方向前側に
おいて上方に位置するローラを片持ちする前記Ｘ状フレームの支持部材には前記リールの
中で下方に位置するリールを片持ち支持し、
　移動方向前側において下方に位置するローラを片持ちする前記Ｘ状フレームの支持部材
には前記リールの中で上方に位置するリールを片持ち支持したことを特徴とする電線カバ
ー材取付け装置。
【請求項２】
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　前記フレームにおいて、一方の支持部材には複数の調整孔を有するバネ調整器具が備え
られ、他方の支持部材には、前記調整孔に対して係止及び係止状態の解除が可能な係止片
が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の電線カバー材取付け装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の電線カバー材取付け装置を、Ｘ状フレームに対するロー
ラの支持側が互いに逆となり、且つ前記ローラが互いに対向する向きで一対備えると共に
、互いのＸ状フレーム同士を、長さ調整可能な連結部材で連結して、同じ高さで平行に配
設された２本の架渉線に、前記一対のＸ状フレームがそれぞれ架渉線の外側に位置するよ
うに配置して、それぞれの前記Ｘ状フレームが支持する前記ローラで隣接する前記架渉線
を挟んで移動させることで、前記２本の前記架渉線にそれぞれ前記カバー材を接着可能と
したことを特徴とする電線カバー材取付け装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２に記載の電線カバー材取付け装置のＸ状フレームを、架渉線を挟
んで上下のローラが位置するように前記架渉線の左右何れか一方側に配置し、前記Ｘ状フ
レームを前記架渉線に沿って移動させることで、リールから引き出される上下のカバー材
を移動方向前側に位置する前記上下のローラを介して前記架渉線に上下から接着させるこ
とを特徴とする電線カバー材の取付方法。
【請求項５】
　請求項３に記載の電線カバー材取付け装置の一対のＸ状フレームを、同じ高さで平行に
配設された２本の架渉線のそれぞれ外側に位置するように配置して、それぞれの前記Ｘ状
フレームが支持する上下のローラで隣接する前記架渉線を挟持させ、前記一対のＸ状フレ
ームを前記架渉線に沿って同時に移動させることで、各前記架渉線に、リールから引き出
される上下のカバー材を移動方向前方に位置する前記上下のローラを介して上下から接着
させることを特徴とする電線カバー材の取付方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、既設の架渉線において、表面の錆や防食剤等が飛散することを防止する電線
カバー材取付け装置及び取付方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から既設の架渉線表面の錆が飛散することを防止する装置としては、架渉線を上下
からテープで覆う架渉線ラッピング装置が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４５５８７５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１の架渉線ラッピング装置では、架渉線に取付けられた付
属品、例えば架渉線が並設される多導体の場合は、架渉線間に懸架されるスペーサ等を当
該装置により乗り越えることが困難であった。また、作業者が宙乗り状態で装置の取り付
け、取り外し作業を単独で短時間のうちに行うことも困難であった。
【０００５】
　そこで、本発明は作業者が宙乗り状態で装置の取り付け、取り外し作業を単独で短時間
のうちに行うことを可能とし、多導体スペーサが懸架された場合においては、装置を取り
外す必要がなく、テープで覆うことを可能とする電線カバー材取付け装置及び取付方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、一対の支持部材の中央部同士を
互いに軸着してなり、各支持部材の両端が上下方向へ揺動可能なＸ状フレームと、前記各
支持部材の両端部にそれぞれ支持されて上下方向で対向する複数のローラと、前記Ｘ状フ
レームの上下にそれぞれ支持されてテープ状のカバー材が巻回されたリールと、前記各支
持部材間に設けられて前記上下のローラ同士を互いの当接方向へ付勢する付勢手段と、を
含み、前記上下のローラ間で架渉線を挟持させて前記Ｘ状フレームを前記架渉線に沿って
移動させることで、前記リールから引き出される上下の前記カバー材を移動方向前側に位
置する前記上下のローラを介して前記架渉線に上下から接着可能とした電線カバー材取付
け装置であって、
　前記Ｘ状フレームを、前記架渉線の左右何れか一方側に配置され、前記各支持部材の両
端部からそれぞれ他方側へ突設させた支持軸に前記ローラを支持させた片持ち構造とし
、前記架渉線の左右何れか一方側に配置されるとともに前記ローラを片持ち支持する共通
の前記Ｘ状フレームの各支持部材に対して、前記リールを片持ち支持し、移動方向前側に
おいて上方に位置するローラを片持ちする前記Ｘ状フレームの支持部材には前記リールの
中で下方に位置するリールを片持ち支持し、
　移動方向前側において下方に位置するローラを片持ちする前記Ｘ状フレームの支持部材
には前記リールの中で上方に位置するリールを片持ち支持したことを特徴とするものであ
る。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記フレームにおいて、一方の支持部材
には複数の調整孔を有するバネ調整器具が備えられ、他方の支持部材には、前記調整孔に
対して係止及び係止状態の解除が可能な係止片が設けられていることを特徴とするもので
ある。
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の電線カバー材取付け装置を、Ｘ状フ
レームに対するローラの支持側が互いに逆となり、且つ前記ローラが互いに対向する向き
で一対備えると共に、互いのＸ状フレーム同士を、長さ調整可能な連結部材で連結して、
同じ高さで平行に配設された２本の架渉線に、前記一対のＸ状フレームがそれぞれ架渉線
の外側に位置するように配置して、それぞれの前記Ｘ状フレームが支持する前記ローラで
隣接する前記架渉線を挟んで移動させることで、前記２本の前記架渉線にそれぞれ前記カ
バー材を接着可能としたことを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、電線カバー材の取付方法であって、請求項１又は請求項２に
記載の電線カバー材取付け装置のＸ状フレームを、架渉線を挟んで上下のローラが位置す
るように前記架渉線の左右何れか一方側に配置し、前記Ｘ状フレームを前記架渉線に沿っ
て移動させることで、リールから引き出される上下のカバー材を移動方向前側に位置する
前記上下のローラを介して前記架渉線に上下から接着させることを特徴とするものである
。
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、電線カバー材の取付方法であって、請求項３に記載の電線カ
バー材取付け装置の一対のＸ状フレームを、同じ高さで平行に配設された２本の架渉線の
それぞれ外側に位置するように配置して、それぞれの前記Ｘ状フレームが支持する上下の
ローラで隣接する前記架渉線を挟持させ、前記一対のＸ状フレームを前記架渉線に沿って
同時に移動させることで、各前記架渉線に、リールから引き出される上下のカバー材を移
動方向前方に位置する前記上下のローラを介して上下から接着させることを特徴とするも
のである。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１，２及び４に記載の発明によれば、架渉線間にスペーサが懸架されていても、
装置を架渉線から取り外す必要が無く、接着作業を中断することがない。更に、カバー材
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で架渉線を同時に被覆することも可能である。また、作業者が宙乗り状態で装置の取り付
け、取り外し作業を単独で短時間のうちに行うことも可能である。
【００１１】
　請求項３及び５に記載の発明によれば、上記効果に加え、同じ高さで平行に配設された
２本の架渉線に対しても同時にカバー材を取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（ａ）は、電線カバー材取付け装置の全体の構成を示す説明図であり、（ｂ）は
、平面方向の構成を示した説明図である。
【図２】（ａ）は、電線カバー材取付け装置を架渉線間に取り付けた状態の全体の構成を
示す説明図であり、（ｂ）は、平面方向の構成を示す説明図である。
【図３】電線カバー材取付け装置の変更例を示す説明図である。
【図４】電線カバー材取付け装置の変更例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
　図１（ａ）は、電線カバー材取付け装置１の全体の構成を示したもので、図１（ｂ）は
、その電線カバー材取付け装置１の平面方向の構成を示したものである。
　まず初めに、本発明の電線カバー材取付け装置１は、図１（ａ）に示すように、一対の
支持部材３，４の中央部同士を互いに軸着してなり、支持部材３，４の両端が上下方向へ
揺動可能なＸ状フレーム２を備えている。
　そして、支持部材３の両端部には、ローラ７とローラ１２とが、支持部材４の両端部に
は、ローラ１１とローラ８とが、それぞれ上下方向で対向するように配置されている。ま
た、テープ状のカバー材６が巻回されたリール５が、Ｘ状フレーム２の上で支持部材４に
支持され、テープ状のカバー材１０が巻回されたリール９が、Ｘ状フレーム２の下で支持
部材３に支持されている。
【００１５】
　次に、支持部材３と支持部材４との間には、上下のローラ７とローラ１１、ローラ８と
ローラ１２同士を互いの当接方向へ付勢するバネ調整器具１６が設けられている。このバ
ネ調整器具１６は、電線カバー材取付け装置１を架渉線２０から取り外した状態を保持す
る保持孔２７が設けられる一方、付勢した状態を保持する調整孔２８，２８・・も設けら
れている。また、一方の端部先端には、バネ１５，１５が設けられており、バネ１５，１
５は支持部材３に連結されている。これら調整孔２８，２８・・には、支持部材４端部に
設けられた係止片２９が係止することで、最適な付勢力が加えられる。このバネ調整器具
１６が、本発明の付勢手段である。
【００１６】
　また、図１（ｂ）に示すように、Ｘ状フレーム２は架渉線２０の一方側に配置され、支
持部材３，４の両端部からそれぞれ他方側へ突設させた支持軸１３（１４）にローラ７（
１１）を支持させ、支持軸１８（１９）にローラ８（１２）を支持させる片持ち構造とし
ている。そして、ローラ７とローラ１１とのローラ面中央には、周方向に渡って細溝３４
が形成されるのに対し、ローラ８とローラ１２とのローラ面中央には、周方向に渡って細
溝３４よりも溝の深いＶ溝３５が形成されている。
【００１７】
　以上の如く構成された電線カバー材取付け装置１で、架渉線２０（単導体の場合）をカ
バー材６とカバー材１０とによって被覆する作業の手順について説明する。
【００１８】
　まず初めに、架渉線２０上に電線カバー材取付け装置１を取り付ける手順について説明
する。
　この場合、バネ調整器具１６の保持孔２７に係止片２９を係止させて上下のローラ７，
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１１（８，１２）間を大きく開ける。
　次に、電線カバー材取付け装置１を、ローラ７の細溝３４とローラ８のＶ溝３５とが架
渉線２０に嵌合する位置で架渉線２０上に載置する。そして、カバー材６を、ホイール５
からローラ７へと掛け渡す一方、カバー材１０についても同様に、ホイール９からローラ
１１へとカバー材１０を掛け渡しを行う。
【００１９】
　次に、バネ１５，１５によって架渉線２０に向かいローラ７とローラ１１、ローラ８と
ローラ１２とを、互いの当接方向へ付勢する位置で調整孔２８，２８・・の何れかに係止
片２９を係止して付勢力の調整を行う。その結果、架渉線２０に対してローラ７とローラ
１１、ローラ８とローラ１２とが互いの当接方向へ付勢する位置で架渉線２０を挟持する
こととなる。
　それにより、ローラ７の細溝３４は、ローラ１１の細溝３４と、ローラ８のＶ溝３５は
、ローラ１２のＶ溝３５とで架渉線２０を挟持し、架渉線２０上に電線カバー材取付け装
置１が取り付けられることとなる。
【００２０】
　この様にして、電線カバー材取付け装置１を架渉線２０上に取り付けた後、架渉線２０
のカバー材６とカバー材１０とによる接着作業は、以下のように行われる。
　まず初めに、電線カバー材取付け装置１の後方で、宙乗機に乗った作業者（図示せず）
が、電線カバー材取付け装置１を進行方向に押し出すことで、電線カバー材取付け装置１
が前進する。
　これに従い、カバー材６を移動方向前側に位置するローラ７を介してリール５から引き
出すとともに、カバー材１０を移動方向前側に位置するローラ１１を介してリール９から
引き出す。この時、ローラ７の細溝３４とローラ１１の細溝３４とで架渉線２０を挟持し
た状態となり、バネ１５，１５によって互いの当接方向へ付勢するため、カバー材６とカ
バー材１０とが架渉線２０の形状に沿って上下から接着されることとなる。
【００２１】
　この様にして、カバー材６とカバー材１０とを架渉線２０に接着した後、作業者が電線
カバー材取付け装置１を更に前進させるに従い、ローラ８とローラ１２とも架渉線２０上
を前進する。
　そして、ローラ８とローラ１２とは、ローラ７とローラ１１とによって架渉線２０を挟
持した位置まで前進すると、ローラ７とローラ１１間と同様に、バネ１５，１５で互いの
当接方向へ付勢されることから、架渉線２０に接着されたカバー材６，１０を再度押圧す
る。よって、皺のない状態で接着がより強固なものとなる。
【００２２】
　この様にして、架渉線２０の全長に渡ってカバー材６とカバー材１０とによる接着が行
われた後、調整孔２８に係止片２９が係止した状態の解除を行う。それにより、支持部材
３と支持部材４との揺動が可能となる。そして、カバー材６とカバー材１０とを切断し、
架渉線２０から電線カバー材取付け装置１を取り外すことで、架渉線２０への接着作業が
終了する。
【００２３】
　次に、図２（ａ）（ｂ）に示すように、同じ高さで平行に並設された架渉線２０ａ，２
０ｂ間（多導体の場合）に対し、電線カバー材取付け装置１ａ，１ｂを取り付けた状態で
、カバー材６ａとカバー材１０ａとによる架渉線２０ａの接着作業と、カバー材６ｂとカ
バー材１０ｂとによる架渉線２０ｂの接着作業とを同時に行う手順について説明する。な
お、図２（ｂ）では、架渉線２０ａ、２０ｂそれぞれに対する構成を区別するために、ａ
，ｂの符号を付して説明する。
【００２４】
　まず初めに、上記架渉線２０が単導体の場合と同様の手順で、架渉線２０ａ，２０ｂ上
に電線カバー材取付け装置１ａ，１ｂの取り付けを行う。
　この電線カバー材取付け装置１ａ，１ｂにおいては、Ｘ状フレーム２ａに対するローラ
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を支持する支持軸１３ａ、支持軸１４ａ、支持軸１８ａ、支持軸１９ａと、Ｘ状フレーム
２ｂに対するローラを支持する支持軸１３ｂ、支持軸１４ｂ、支持軸１８ｂ、支持軸１９
ｂとが互いに対向する向きに備えられている。更に、Ｘ状フレーム２ａ，２ｂ同士は、連
結部材２３で連結されている。
　これにより、同じ高さで平行に配設された２本の架渉線２０ａ，２０ｂに対し、Ｘ状フ
レーム２ａが、架渉線２０ａの外側に、Ｘ状フレーム２ｂが、架渉線２０ｂの外側に、そ
れぞれ位置するように配置される。なお、電線カバー材取付け装置１ａ，１ｂ間の間隔の
調整は、連結金具２３上に設けられたピッチ調整ネジ２４で行う。
【００２５】
　そして、Ｘ状フレーム２ａが支持するローラ７ａとローラ１１ａと、ローラ８ａとロー
ラ１２ａとで架渉線２０ａを挟んで移動させることと、Ｘ状フレーム２ｂが支持するロー
ラ７ｂとローラ１１ｂと、ローラ８ｂとローラ１２ｂとで架渉線２０ｂを挟んで移動させ
ることとで、架渉線２０ａへのカバー材６ａとカバー材１０ａとによる接着作業と、架渉
線２０ｂへのカバー材６ｂとカバー材１０ｂとによる接着作業とを、同時に可能としてい
る。
　この場合、電線カバー材取付け装置１ａ，１ｂの後方で、宙乗機に乗った作業者（図示
せず）が、電線カバー材取付け装置１ａ，１ｂまたは、連結金具２３を進行方向に押し出
すことで前進させる。
【００２６】
　ここで、並設された架渉線２０ａ，２０ｂ間には、図２（ｂ）に示すように、架渉線の
間隔を保持するスペーサ２１が、所定の間隔で懸架されている。
　しかし、スペーサ２１が懸架される位置まで電線カバー材取付け装置１ａが前進すると
、図２（ｂ）に示すように、電線カバー材取付け装置１ａは、Ｘ状フレーム２ａが架渉線
２０ａの外側となっていることから、Ｘ状フレーム２ａがスペーサ２１に当接することな
くそのまま前進する。
　この時、係止片２９ａの係止を解除し、電線カバー材取付け装置１ａを前進させてスペ
ーサ２１上を通過した後、再度係止片２９ａを調整孔２８ａに係止する。なお、図２（ｂ
）では、調整孔２８ａ及び係止片２９ａは図示されていないが、他の調整孔２８ｂ及び係
止片２９ｂと区別して説明するために、説明の便宜上、当該調整孔及び係止片を符号付き
で説明している。
【００２７】
　一方、電線カバー材取付け装置１ｂも同様に、スペーサ２１が懸架される位置まで電線
カバー材取付け装置１ｂが架渉線２０ｂに沿って前進すると、Ｘ状フレーム２ｂが架渉線
２０ｂの外側となっていることから、Ｘ状フレーム２ｂがスペーサ２１に当接することな
くそのまま前進する。
　この時、係止片２９ｂの係止を解除し、電線カバー材取付け装置１ｂを前進させてスペ
ーサ２１上を通過した後、再度係止片２９ｂを調整孔２８ｂに係止する。なお、図２（ｂ
）では、調整孔２８ｂ及び係止片２９ｂは図示されていないが、他の調整孔２８ａ及び係
止片２９ａと区別して説明するために、説明の便宜上、当該調整孔及び係止片を符号付き
で説明している。
【００２８】
　この様にして、並設された架渉線２０ａの全長に亘って電線カバー材取付け装置１ａの
カバー材６ａとカバー材１０ａとによる接着が行われる一方、架渉線２０ｂの全長に亘っ
て電線カバー材取付け装置１ｂのカバー材６ｂとカバー材１０ｂとによる接着が行われた
後、連結金具２３を取り外す。
【００２９】
　そして、架渉線２０ａから電線カバー材取付け装置１ａを取り外すことで、架渉線２０
ａへの接着作業が終了する。
　また、電線カバー材取付け装置１ｂについても同様に行うことで、カバー材６ｂとカバ
ー材１０ｂとによる架渉線２０ｂへの接着作業が終了する。
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【００３０】
　このように、上記形態の電線カバー材取付け装置１及び取付方法によれば、Ｘ状フレー
ム２を、架渉線２０の左右何れか一方側に配置され、支持部材３と支持部材４との両端部
からそれぞれ他方側へ突設させた支持軸１３にローラ７を、支持軸１４にローラ１１、支
持軸１８にローラ８、支持軸１９にローラ１２とを支持させた片持ち構造としたことによ
り、架渉線２０にスペーサ２１が懸架されていても、装置を架渉線２０から取り外す必要
が無く、接着作業を中断することがない。更に、架渉線２０を同時に被覆することも可能
である。また、作業者が宙乗り状態で装置の取り付け、取り外し作業を単独で短時間のう
ちに行うことも可能である。
【００３１】
　更に、電線カバー材取付け装置１ａ，１ｂを、Ｘ状フレーム２に対するローラの支持側
が互いに逆となり、且つローラが互いに対向する向きで一対備えると共に、互いのＸ状フ
レーム２ａ，２ｂ同士を、長さ調整可能な連結部材２３で連結して、同じ高さで平行に配
設された２本の架渉線２０ａ，２０ｂに、一対のＸ状フレーム２ａ，２ｂがそれぞれ架渉
線２０ａ，２０ｂの外側に位置するように配置して、それぞれのＸ状フレーム２ａ，２ｂ
が支持するローラで隣接する架渉線を挟んで移動させることで、カバー材６とカバー材１
０とで架渉線２０ａ，２０ｂにカバー材６ａ，６ｂとカバー材１０ａ，１０ｂとを被覆可
能としたことにより、上記効果に加え、同じ高さで平行に配設された架渉線２０ａにカバ
ー材６ａとカバー材１０ａ、架渉線２０ｂにカバー材６ｂとカバー材１０ｂを同時に取り
付けることができる。
【００３２】
　なお、本発明の電線カバー材取付け装置１の構成は、上記実施形態の態様に何ら限定さ
れるものではなく、架渉線をカバー材で接着するものであれば、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲で必要に応じて適宜変更することができる。
　例えば、ローラは、支持部材の両端部に１つずつ設けるのに限らず、図３に示すように
、ローラ７とローラ１２の間で支持部材３上に中ローラ２５を設ける一方、ローラ１１と
ローラ８との間で支持部材４上に中ローラ２６を新たに設け、架渉線２０のカバー材６と
カバー材１０とによる貼着を更に強固にしても良い。
【００３３】
　また、Ｘ状フレーム２の中央部には、バランス部材１７が設けられているが、必ずしも
この位置に設ける必要はなく、架渉線２０上でバランスをより良好に保つ位置に変更する
ことや、逆にバランス部材１７のない状態であっても良く、適宜変更可能である。
【００３４】
　他にも、リール５とリール９とは、必ずしもローラ７，１１の進行方向後方で、ローラ
８，１２の進行方向前方に配置される必要はなく、例えばローラ７，１１の進行方向前方
に配置しても良く、ローラ７，１１間によってカバー材６とカバー材１０とが接着された
後、ローラ８，１２間でも同様に接着されるものであれば適宜変更可能である。
【００３５】
　また、ローラ表面の溝は、必ずしも細溝３４やＶ溝３５である必要はなく、カバー材６
，１０が、架渉線２０の形状に沿って皺のない状態で接着されるものであれば適宜変更可
能である。
【００３６】
　ところで、図２（ｂ）に示す架渉線２０が並設される場合に加え、これらが上下に設け
られている場合は、図４に示すように、架渉線２０に取り付けられる電線カバー材取付け
装置１と、架渉線３０に取り付けられる電線カバー材取付け装置１とを上下連結金具３２
で連結しても良い。
【００３７】
　また、電線カバー材取付け装置１の後方で、宙乗機に乗った作業者が、電線カバー材取
付け装置１または、連結金具２３を進行方向に押し出すことで、電線カバー材取付け装置
１を前進させているが、必ずしもこの方法により前進させる必要はなく、装置にロープを
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取り付け、これを牽引することで前進させても良く、電線カバー材取付け装置１を架渉線
上で前進させるものであれば適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００３８】
　１・・電線カバー材取付装置、２・・Ｘ状フレーム、３・・支持部材、４・・支持部材
、５・・リール、６・・カバー材（電線上側）、７・・ローラ（電線上側）、８・・ロー
ラ（電線上側）、９・・リール（電線下側）、１０・・カバー材（電線下側）、１１・・
ローラ（電線下側）、１２・・ローラ（電線下側）、１３・・支持軸（電線上側）、１４
・・支持軸（電線下側）、１５・・バネ、１６・・バネ調整器具、１７・・バランス部材
、１８・・支持軸（電線上側）、１９・・支持軸（電線下側）、２０・・架渉線、２１・
・スペーサ。２３・・連結金具、２４・・ピッチ調整ネジ、２５・・中ローラ（電線上側
）、２６・・中ローラ（電線下側）、２７・・保持孔、２８・・調整孔、２９・・係止片
、３０・・架渉線、３２・・上下連結金具、３４・・細溝、３５・・Ｖ溝。
【要約】
【課題】作業者が宙乗り状態で装置の取り付け、取り外し作業を単独で短時間のうちに行
うことを可能とし、多導体スペーサが懸架された場合においては、装置を取り外す必要が
なく、テープで覆うことを可能とする。
【解決手段】電線カバー材取付け装置１は、Ｘ状フレーム２を、架渉線２０の左右何れか
一方側に配置され、支持部材３と支持部材４との両端部からそれぞれ他方側へ突設させた
支持軸１３にローラ７を、支持軸１４にローラ１１、支持軸１８にローラ８、支持軸１９
にローラ１２とを支持させた片持ち構造としたことにより、架渉線２０にスペーサ２１が
懸架されていても、装置を架渉線２０から取り外す必要が無く、接着作業を中断すること
がない。更に、架渉線２０を同時に被覆することも可能である。また、作業者が宙乗り状
態で装置の取り付け、取り外し作業を単独で短時間のうちに行うことも可能である。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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